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『ようかいち起業塾』
～東近江で「失敗しない起業」を学ぶ～

　創業についての知識とノウハウを学び、
同じ起業を目指す仲間と一緒にあなたに
合ったビジネスプランを作成しましょう。

令和７年２月２日、９日、16日、23日、３月
２日（毎週日曜日）
※全５回、いずれも10：00～16：00

ショッピングプラザ アピア４階　研修室
起業を考えている人、開業後５年以

内の事業者、資格や趣味をいかしたビ
ジネスモデルを始めてみたい人、経営の
勉強をしてみたい学生など

20人（申込み先着順）　 10,000円（税込）
令 和７年２月１日㈯までに申込 み

フォームで申し込んでください。
※ ２月２日㈰は、講義を無料でお試し受講

できます。その後、全講受
講への申込みも可能です。

八日市商工会議所
☎0748-22-0186

ウェルネス講座受講生

❶有酸素運動とヨガで健康に
12月６日㈮、11日㈬10：00～11：30

❷凛軸～りんじく～
骨盤調整エクササイズ

12月18日㈬13：30～15：00
❶❷共通

700円
ヨガマット（無料貸し出し

有、バスタオル可）、飲み物
※❶は、体育館シューズ

ウェルネス八日市
050-5801-1137

第13回おうみ社会貢献賞表彰

　協働のまちづくりへの意識を高め、
まちの活性化に寄与するため、県内
で地域に密着した５分野（住民自治、
健康・福祉、スポーツ振興、環境、文化・
観光・産業振興）の社会貢献活動に
取り組んでいる民間の団体や個人を
表彰します。自薦・他薦は問いません。

12月18日㈬必着
※ 詳しくは、市町村振興協会ホームペー

ジを確認してください。
公益財団法人滋賀県市

町村振興協会
☎077-522-2711

ちょっときてぇな講座の
ボランティア講師

　専門知識や特技などをいかし、ボラ
ンティア講師として、地域の学び合いに
協力していただける人や団体を募集しま
す。
■登録期間　令和７年４月～令和８年３月

市内在住の個人または県内で活動す
る団体で、無償で講師ができる人

令和７年１月20日㈪まで
　メニュー申込書兼講師登録票に必要
事項を記入し、郵送、ファクスまたはメー
ルで申し込んでください。詳
しくは、市ホームページを確
認してください。

生涯学習課
050-5801-5672　 0748-24-1375

子育て支援事業　参加者

のびのび親子の教室
「はじめまして！赤ちゃん」

　赤ちゃんへの関わり方や安心して子ども
を育てる環境づくりなどを学び合います。

Ａコース： 令和７年１月９日、16日、23日、
30日（毎週木曜日）

Ｂコース： 令和７年１月10日、17日、24日、
31日（毎週金曜日）

※各コース全４回、いずれも10：00～12：00
保健子育て複合施設ハピネス２階
市内の第１子（令和６年８月～11月生

まれ）とその母親
各16組
12月10日㈫から令和７年

１月６日㈪までの間に申込み
フォームまたは電話で申し込
んでください。

東近江市子育て支援センター
050-5801-1135　 0748-29-3899

能登川子育て支援センター
つどいの広場　やわらぎホール

　親子の相互交流や子育ての相談のほ
か、親同士の情報交換の場として気軽
に参加してください。

12月３日㈫、６日㈮、26日㈭10：00～15：00
やわらぎホール
市内の未就学児とその保護者
水分補給のためのお茶か水
東近江市子育て支援センター
050-5801-1135　 0748-29-3899

インスタグラム
＃伝建フォトキャンペーン

　全国伝統的建造物群保存地区協議会
（伝建協）では、インスタグラムで伝建地

区の魅力あふれる写真を募集します。優
秀作品には、伝建地区の特産品をプレ
ゼントします。
■テーマ
　あなたが見つけた「伝建地区のいい
ところ・おすすめスポット」
■対象場所
　五個荘金堂、大津市坂本、近江八幡市
八幡、彦根市河原町芹町など全国129カ
所の伝建地区
　詳しくは、伝建協のインスタグラムを
確認してください。

全国伝統的建造物群保存
地区協議会
☎0263-52-0904

ライフロング事業講座受講生

ライフロング
「2024クリスマスコンサート」

12月15日㈰14：00開演
あかね文化ホール

てんびんの里文化学習
センター

050-5801-7100　 0748-48-7105

ファミリー・サポート・センター
協力会員養成講座　受講生

　育児の支援ができる人（協力会員）
を養成する講座を開催します。（全２日
間受講、子育てサポーター養成講座と
合同）

①令和７年１月７日㈫９：40～16：00
　②令和７年１月８日㈬９：40～14：30

保健子育て複合施設ハピネス２階
協力会員になりたい人（託児が必要

な場合は、事前に申し込んでください。）
筆記用具、写真入りの本人確認書類
12月26日㈭まで

ファミリー・サポート・センター
050-5801-1135　 0748-29-3899

東近江市
こども未来夢基金への寄附

　本市の次代を担う子どもたちが未来
に夢と希望を持ち、豊かな心を育む事
業を実施するため、皆さんからの善意

（寄附金）をもとに市が同額を支出し、
善意を２倍にして積み立てる基金です。
　この基金は、赤ちゃんの４カ月児健
診時に絵本をプレゼントするブックス
タート事業や市内小中学校の図書購入
などに活用しています。
　次代を担う子どもたちの
未来のため、随時寄附を募
集しています。

こども政策課
050-5801-5643　 0748-23-7501

スマホ申告操作講習

　市内在住者を対象に税務署職員によ
るマイナンバーカードを使ったスマホ申
告操作講習を開催します。

12月13日㈮、16日㈪
①10：00～12：00、②13：00～15：00

市役所東Ｄ会議室（東庁舎）
スマートフォン、マイナンバーカード

※ マイナンバーカードの暗証番号が２種
類必要です。分からない場合は、市民
課で再設定をしてください。
各回前日までに電話で予約してくださ

い。 ※16日 ㈪ の 回 は、
13日㈮までに予約して
ください。

近江八幡税務署
☎0748-33-3141（代表）

今月の相談今月の相談 市民生活相談課
050-5801-5616　 0748-24-0217

相談項目 相談日 相談時間 相談場所
法律相談

（電話予約制）
※ 弁護士による

相談１人30分。
年１回限り。

10日㈫

13：00～16：00

３日㈫9：00から
※ 直通電話で受付
（先着６人）

050-5801-5616

市民生活相談課
（市役所新館１階）

（電話予約制）

17日㈫ 10日㈫9：00から

登記・相続相談 20日㈮ ２日㈪9：00から
　相談日の前日まで
※  司法書士または土地家

屋調査士による相談
表示登記・測量

相談 20日㈮

行政相談
※行政相談委員
　による相談

（当日受付）

11日㈬ ９：30～12：00 能登川コミュニティセンター２階多目的室１
13日㈮ 13：30～16：00 湖東支所１階自治振興室
17日㈫ ９：00～11：30 蒲生支所２階202会議室
17日㈫ 10：00～12：00 五個荘支所１階相談室
20日㈮ ９：30～12：00 市民生活相談課（市役所新館１階）

一般相談 月～金曜日
（祝日を除く。）

9：00～12：00
13：00～16：00

市民生活相談課（市役所新館１階）
相談電話　 050-5801-5616

消費生活相談 月～金曜日
（祝日を除く。）

9：00～12：00
13：00～16：00

消費生活センター（市民生活相談課内）
相談専用電話　 050-5801-5659

人権・男女共同参画課　 050-5801-5620　 0748-24-0217

特設人権相談 19日㈭ 13：00～16：00
（受付15：30まで） 市役所111会議室（新館１階）

やすらぎ相談 12日㈭、20日㈮ ９：15～12：30 市役所新館会議室（※予約が必要）
市民税課　 050-5801-5604　 0748-24-5577

税の無料相談会
（電話予約制） 20日㈮ 13：30～16：30 市役所212会議室（新館２階）

９日㈪～19日㈭（先着６人）
税理士が各種税に関することや申告の相談に応じます。（※相談時間は一人30分以内）

長寿福祉課　 050-5801-5645　 0748-24-1052
家族介護者の会　介護者の悩み相談、リフレッシュの場（予約不要）

ほのぼの会 10日㈫ 13：30～15：00 せせらぎ（市子川原町）
身体を動かしたり介護のお話をしましょう。

ミモリの会 11日㈬ 10：00～11：30 市役所東Ａ会議室（東庁舎）
介護の息抜きにお越しください。

ほっとミルク 18日㈬ 13：00～15：00 能登川コミュニティセンター
介護についての情報交換や学習、茶話会

カタクリの会 19日㈭ 10：00～12：00 永源寺コミュニティセンター
介護の合間に悩みや思いを話しましょう。

コスモスの会 24日㈫ 10：00～12：00 湖東コミュニティセンター別館
介護の悩み相談、小物づくり、お茶会

成年後見制度の利用に関する相談（東近江市権利擁護サポートセンター）
NPO法人まちの相談室よりそい 月・火・木・金曜日  9：00～17：00 ☎0748-56-1085

お仕事探し相談 毎週火曜日 9：30、10：40
13：30、14：40

商工労政課
050-5802-9540　 0748-23-8292

市役所内会議室（１相談日4人まで）
※相談希望日前日までに電話で申し込む。

就職氷河期世代の
人向け就労相談 毎週木曜日 9：30、10：40

13：30、14：40

子ども・ＤＶに
関する相談

月～金曜日 8：30～17：15 こども相談支援課
050-5802-3275    0748-23-7501

・ぎゃくたいほっとライン ☎0748-24-5687
・子ども電話相談　☎0748-24-1111

※上記以外で夜間・休日、緊急の
場合は、189（児童相談所全国共通
ダイヤル）

看護職のための
出張就職相談窓口

毎月第１月曜日 10：00～13：00 ハローワーク東近江
滋賀県ナースセンター ☎077-564-9494

行政書士相談
※予約不要 11日㈬ 13：30～15：30

八日市コミュニティセンター
在留資格全般、離婚、相続、農地関係など
の相談に応じます。

行政書士会（西村） ☎0748-35-0110

夜間・休日
お薬相談窓口

夜間 21：00～９：00 東近江薬剤師会 ☎0748-78-0939
薬剤師が夜間・休日に薬の困りごとに答えます。休日 終日

障害年金相談会
※ 社会保険労務

士による相談
24日㈫ 13：00～16：00

市役所新館1階相談室
無料年金相談会　代表　藤田由紀子

☎077-548-8142（10：00～17：00）

市ホームページ

申込みフォーム
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お知らせお知らせ

マイナンバーカード

■マイナンバーカードの休日窓口
12月８日㈰９：00～12：30（最終受付12：15）

※ 時間外通用口からお越しください。
◆カードの受取（要予約）
※予約枠には上限があります。
※ 予約方法は、カードの出来上がりをお知

らせする案内チラシを確認してください。
◆カードの交付申請や相談（予約不要）

・申請
・ マイナンバーカードと健康保険証のひ

も付け・公金受取口座の登録
・ 電子証明書の更新、暗証番号再設定など
■マイナンバーカード出張申請
　市職員が自宅や市内の病院・施設な
どを訪問し、初めてのマイナン
バーカード申請手続を行いま
す。
※ 完全予約制（希望日の

１週間前まで）
本市に住民登録があ

る市役所への来庁が困
難な人

市民課
050-5801-8295  　 0748-23-6600

資産税課からのお知らせ

■家屋を取り壊したときは届出を
　固定資産税は、毎年１月１日に存在
する固定資産が課税対象です。年末ま
でに家屋を取り壊した場合は、資産税
課または各支所に家屋滅失届を提出
してください。
　オンライン申請ページ
から24時間いつでも申告
できます。

資産税課
050-5801-5637　 0748-24-5577

東近江警察署からのお知らせ

　例年、年末年始は犯罪・事故が増え
る時期です。
　今年の東近江警察署管内では、自宅や
お店を狙った侵入窃盗が増加しました。
　「鍵かけ」は、とても有効な盗難防
止対策であり、安全で安心なまち
づくりの基本です。
　外出時だけでなく、在宅中
であってもしっかり戸締まり
をしてください。

東近江警察署　☎0748-24-0110

市民ギャラリー

■手づくり広場（中西編物教室）
12月13日㈮まで

■社会福祉法人あゆみ福祉会展（社会
福祉法人あゆみ福祉会）

12月13日㈮まで
■寿80，コラボ展（廣田長弘さん）

12月17日㈫～令和７年１月17日㈮
■共通

市役所ロビー（本館１階）
生涯学習課　
050-5801-5672　 0748-24-1375

スマホの使い方個別相談会

12月19日㈭13：00～15：00（一人30分）
ショッピングプラザ アピ

ア４階　みんなの広場
自分のスマートフォン
ＤＸ推進課
050-5802-9019　 0748-24-5560

12月１日～31日は
年末の交通安全県民運動

　　
　年末は忘年会など飲酒の機会が増え
る時期です。飲酒運転を「しない・さ
せない・許さない」環境づくりに努め、
飲酒運転を根絶させましょう。
◆運動の重点施策
① 子どもと高齢者を始めと

する交通事故防止の推進
② 飲酒運転・妨害運転等の危険運転の

根絶
③ 自転車・特定小型原動機付自転車利

用時のヘルメット着用と交通ルール
遵守の徹底

④ 横断歩道利用者ファースト運動の推進
市民生活相談課
050-5802-8484　 0748-24-0217 

近江八幡税務署の確定申告会場は
令和７年２月17日から開設します

　会場の開設前に近江八幡税務署での申
告相談を希望する場合は、次のとおりです。
❶令和７年１月６日㈪～24日㈮
　電話による事前予約が必要です。電
話予約開始日は、12月16日㈪です。
❷令和７年１月27日㈪以降
　当日配付する「入場整理券」が必要で
す（作成済申告書の提出のみであれば、
入場整理券は不要）。入場整理券の配付
状況によっては、後日の来場をお願いす
る場合があります。
■スマートフォンでの確定申告がさらに簡単に
　スマートフォンでの作成画面が令和７
年１月以降、見やすくなります。スマート
フォンとマイナンバーカードがあれば、自
宅で簡単に確定申告書を作成し、送信
することができます。詳しくは、国税庁
ホームページを確認してくだ
さい。

近江八幡税務署
☎0748-33-3141（代表）

ものわすれ相談室

　タッチパネル式の機器を使ったもの
わすれ度合いの判定やチェックシートを
使った生活の状況の確認などをします。

12月12日㈭10：00～12：00※事前予約制
能登川コミュニティセンター学習室４

地域包括支援センター
050-5801-5641　 0748-24-5693

12月４日～10日は第76回人権週間
　

■テーマ～「誰か」のことじゃない～
　いじめや児童虐待、同和問題、イン
ターネット上の人権侵害、障害などを理
由とする偏見や差別など、さまざまな人
権問題が依然として存在しています。　
　これらの問題の解決には、私たち一
人一人が人権問題を、「誰か」の問題で
はなく、自分の問題として捉え、互い
の人権を尊重し合うことの大切さについ
て、認識を深めることが不可欠です。
　この人権週間をきっかけに人権につ
いて考えてみませんか。

人権・男女共同参画課　
050-5801-5620　 0748-24-0217

国民年金付加保険制度で
受給額を増額

　国民年金第１号被保険者および65歳
になるまでの任意加入被保険者は、定
額保険料に付加保険料（月額400円）を
上乗せして納めることで将来受給する年
金額を増やすことができる制度です。
　国民年金付加保険料の納付を希望す
る場合は、マイナンバーカード（または
基礎年金番号の分かるもの）を持参の
上、保険年金課または各支所に申し出
てください。
　詳しくは、問い合わせてください。

保険年金課
050-5801-5631　 0748-24-5576

60歳前に退職したときは
国民年金の加入手続を

　60歳になるまでに会社などを退職し
た場合は、国民年金（第１号被保険者）
の加入手続が必要です。また、退職し
た人に扶養されていた20歳以上60歳未
満の配偶者（第３号被保険者）も国民
年金（第１号被保険者）への変更手続
が必要です。
　次の書類を準備し、保険年金課また
は各支所までお越しください。
■手続に必要な書類
① 退職証明書や雇用保険被保険者離職

票などの退職日が分かる書類
②基礎年金番号の分かるもの
③本人確認書類（免許証など）

保険年金課
050-5801-5631　 0748-24-5576
彦根年金事務所

☎0749-23-1112
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■広報ひがしおうみ配布のご案内
　毎月１日に新聞折込で配布していま
す。市内の公共施設に設置しているほ
か、市ホームページでも
閲覧できます。　　
　また、広報紙への感
想も募集しています。市
ホームページのフォーム
から投稿してください。

■本市の人口（令和６年11月１日）
　人口：111,405人（－17）
　男性：55,703人（＋13）
　女性：55,702人（－30）
　世帯数：47,472世帯（＋66）
　※（　）内は前月比

■編集後記
　８月号の編集後記を見て手紙をいた
だきました。心温まる内容で、手紙をも
らうのはいくつになってもうれしいです。
　さて、今年も残りわずかになりました。
12月はどこに出かけてもクリスマスの雰
囲気が感じられるので、出かけるたび
にわくわくします。(美)

投稿フォーム

ごご家家族族のの為為のの

相相続続相相談談会会
随随  時時  実実  施施  中中！！

東東近近江江市市在在住住のの方方かかららのの相相談談をを多多数数承承っってておおりりまますす。。

澤田匡
ただ

央
ちか

税理士事務所 
近江八幡市中村町20-15 コルージャビル３Ｆ

ＴＥＬ：０７４８－３６－２８１７
https://sawada-cpta.com

気になっているけど、どうすれば…

近江八幡駅

■滋賀銀行

■グリーンホテル
Yes近江八幡

ココ

■市役所

至 

彦
根

無無料料

毎月第❸日曜日は
家族ふれあいサンデー
　詳しくは、市ホームペー
ジを確認してください。

市ホームページ生涯学習課
050-5801-5672　 0748-24-1375
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最低賃金改定のお知らせ最低賃金改定のお知らせ
　滋賀県の最低賃金は、10月１日 から
１時間1,017円１時間1,017円になりました。
　常用 ･ パートなど雇用形態を問わず、
県内の事業所に雇用される全ての労働
者に適用されます。

滋賀労働局賃金室　☎ 077-522-6654
●賃金引上げのための助成金制度の問
い合わせは、滋賀労働局雇用環境・均
等室（☎077-523-1190）まで。

広

告

有

料

国税庁
ホームページ

　令和６年４月１日から、不動産の
相続登記申請が義務化されまし
た。詳しくは、法務省のホームペー
ジを確認してください。　

大津地方法務局
東近江出張所
☎0748-22-0494

相続登記の申請が相続登記の申請が
義務化されています義務化されています

法務省
ホームページ

オンライン
申請ページ
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